
Ministry of Land、 Infrastructure、 Transport and Tourism

GXの実現に向けた政府全体の動向と
国土交通省の取組について

総合政策局

資料１



GXの実行に向けた政府の動きについて

■「GX実現に向けた基本方針」 閣議決定（令和５年２月１０日）
エネルギー安定供給の確保を大前提としたGXの取組、成長志向型カーボンプライシング（CP）
構想等の実現・実行など、今後１０年を見据えたGXの取組の方向性等をとりまとめ。
※GX基本方針に記載された主な国土交通関連分野
運輸（次世代自動車、次世代航空機、ゼロエミッション船舶、鉄道、物流・人流）、住宅・建築物、
インフラ（道路、ダム・下水道、まちづくり、カーボンニュートラルポート）、CO2削減コンクリート等

■「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」（GX推進法案）
（今国会で審議中）

GX推進戦略の策定・実行、GX経済移行債の発行、成長志向型CPの導入、GX推進機構の設立等を規定
※CP制度の詳細の制度設計を検討し、法施行後２年以内に必要な法制上の措置を行う。

■官邸における「GX実行会議」 創設 （令和４年７～１２月にかけて５回開催）

産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、
経済社会システム全体の変革、すなわち、ＧＸを実行するべく、必要な施策について議論。

■内閣総理大臣施政方針演説（令和５年１月２３日）
・官民で、10年間、150兆円超の投資を引き出す「成長志向型カーボンプライシング」。国による
20兆円規模の先行投資の枠組みを新たに設けます。徹底した省エネ、水素・アンモニアの社会
実装、再エネ・原子力など脱炭素技術の研究開発などを支援していきます。（中略）このための
法案を今国会に提出いたします。
・官民の持てる力を総動員し、ＧＸという経済、社会、産業、地域の大変革に挑戦していきます。
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• 政府は、GXを総合的かつ計画的に推進するための戦略（脱炭素成長型経済構造移行推進戦略）を策定。戦略はGX経済への移行状況を検討し、適切に見直し。

【第６条】

✓ 世界規模でグリーン・トランスフォーメーション（GX）実現に向けた投資競争が加速する中で、我が国でも2050年カーボンニュートラル等の国
際公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくためには、今後10年間で150兆円を超える官民のGX投資が必要。

✓ 昨年12月にGX実行会議で取りまとめられた「GX実現に向けた基本方針」に基づき、（１）GX推進戦略の策定・実行、（２）GX経済移行債
の発行、（３）成長志向型カーボンプライシングの導入、（４）GX推進機構の設立、（５）進捗評価と必要な見直しを法定。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案【ＧＸ推進法】の概要

（１）GX推進戦略の策定・実行

背景・法律の概要

① 炭素に対する賦課金（化石燃料賦課金）の導入

• 2028年度（令和10年度）から、経済産業大臣は、化石燃料の輸入事業

者等に対して、輸入等する化石燃料に由来するCO2の量に応じて、化石燃

料賦課金を徴収。【第11条】

② 排出量取引制度

• 2033年度（令和15年度）から、経済産業大臣は、発電事業者に対して、

一部有償でCO2の排出枠（量）を割り当て、その量に応じた特定事業者負

担金を徴収。【第15条・第16条】

• 具体的な有償の排出枠の割当てや単価は、入札方式（有償オークション）

により、決定。【第17条】

（３）成長志向型カーボンプライシングの導入

• 政府は、GX推進戦略の実現に向けた先行投資を支援するため、2023年度

（令和５年度）から10年間で、GX経済移行債（脱炭素成長型経済構造

移行債）を発行。【第７条】

（２）GX経済移行債の発行

（４）GX推進機構の設立

※ GX経済移行債や、化石燃料賦課金・特定事業者負担金の収入は、エネルギー対策特別会
計のエネルギー需給勘定で区分して経理。必要な措置を講ずるため、本法附則で特別会計に
関する法律を改正。

• 経済産業大臣の認可により、GX推進機構（脱炭素成長型経済構造移行

推進機構）を設立。

（GX推進機構の業務）【第54条】

① 民間企業のGX投資の支援（金融支援（債務保証等））

② 化石燃料賦課金・特定事業者負担金の徴収

③ 排出量取引制度の運営（特定事業者排出枠の割当て・入札等） 等

• GX投資等の実施状況・CO2の排出に係る国内外の経済動向等を踏まえ、施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを講ずる。

• 化石燃料賦課金や排出量取引制度に関する詳細の制度設計について排出枠取引制度の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討し、この法律の施行

後２年以内に、必要な法制上の措置を行う。【附則第11条】

（５）進捗評価と必要な見直し

※ ①②は、直ちに導入するのではなく、GXに取り組む期間を設けた後で、エネルギーに係る負担

の総額を中長期的に減少させていく中で導入。（低い負担から導入し、徐々に引上げ。）

• 炭素排出に値付けをすることで、GX関連製品・事業の付加価値を向上。

⇒ 先行投資支援と合わせ、GXに先行して取り組む事業者にインセンティブが

付与される仕組みを創設。

• GX経済移行債は、化石燃料賦課金・特定事業者負担金により償還。

（2050年度（令和32年度）までに償還）。【第８条】

※ 今後10年間で20兆円規模。エネルギー・原材料の脱炭素化と収益性向上等に資する革新
的な技術開発・設備投資等を支援。

※本法附則において改正する特別会計に関する法律については、平成28年改正において同法第88条第１項第２号ニに併せて手当する必要があった所要の規定の整備を行う。 3



○ ZEH（ゼッチ)・ZEB（ゼブ)の普及促進や、新築住宅を含む
省エネ基準への適合義務化など、住宅・建築物の省エネ対策
の徹底を図る。

■住宅・建築物の省エネ化推進

・関係省庁と連携したZEH・ZEB・LCCM住宅の普及や省エネ改修に対する
支援を実施

・建築物省エネ法（本年6月改正）に基づき、2025年度から全ての新築
住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

・建築基準の合理化や支援等により木材利用を促進

■省エネ性能
の底上げ

大規模
2,000m2以上

中規模

300m2未満

小規模

非住宅 住宅

改正

適合義務

適合義務

適合義務

適合義務

適合義務

適合義務

非住宅 住宅

現行

適合義務

説明義務

届出義務

届出義務

説明義務

適合義務
2017.4～

2021.4～

2017.4～

2021.4～

２. 住宅・建築物の省エネ対策の徹底１．公共交通の利用促進・EV導入、グリーン物流の推進

公共交通・物流や住宅・建築物等における省エネ化の推進

３. 脱炭素に資する都市・地域づくりの推進

○ まちづくり・グリーンインフラ分野では、エネルギーの面的利
用による効率化、環境に配慮した民間都市開発等のまちづく
りのグリーン化の取組への総合的・重点的支援を推進する。

■まちづくりのグリーン化の推進

・都市街区での面的な脱炭素化を推進
するため、環境に配慮した民間都市
開発を推進

・脱炭素に資するグリーンインフラ技術
の開発・実装を推進

ドローン物流
複数建物をエネルギー導管でつなぎ、面的利用
を図ること等により、エネルギー利用を効率化。

社会全体最適化 計算基盤
（運行・エネルギー利用・インフラ配置）H2

バス

運行管理
エネマネ

トラック

運行管理
エネマネ

タクシー

運行管理
エネマネ

GI基金「スマートモビリティ社会の構築」事業

・環境に優しい自動車の導入や
買い替えの促進を支援

■次世代自動車の普及促進

・商用車について、運行管理と一体
的なエネルギーマネジメントを行う
システムの研究開発を実施
（GI基金「スマートモビリティ社会の構築」）

○ 運輸部門のCO2排出量の大宗を占める自動車分野では、
カーボンニュートラル実現に向け、事業用トラック、バス、
タクシーにおける電気自動車、燃料電池自動車等の
次世代自動車の普及促進を図る。

・EV充電施設の公道設置のガイドライ ン
を検討

■インフラ面での取り組み

・SA/PA・道の駅でのEV充電施設や
水素ステーションの設置協力

水素ステーション
の設置

○ 公共交通・物流分野では、再エネ活用や公共交通利用
促進、モーダルシフト推進等によるGXを推進。

・公共交通のGXの推進や新たな取組の
実証運行への支援(例：EVバス・タクシー
導入、蓄電池・充電設備の共同利用等)

■公共交通のGX推進等

・交通事業者等の連携高度化を後押しする
データ連携基盤の具体化・構築・普及を
推進

・モーダルシフトやドローン物流の社会実装、
ハード・ソフト両面の標準化等を推進

■モーダルシフト等のグリーン物流の推進

■MaaS活用による公共交通利用促進

MaaSイメージ

※第4回GX実行会議（令和4年11月）
国土交通省提出資料より
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インフラを活用した再エネの導入・利用拡大（創エネ）

１．港湾におけるカーボンニュートラルの実現

CNP形成イメージ

○ 再生可能エネルギーの主力電源化に
向けた切り札である洋上風力発電の導入
を促進する。

■洋上風力発電の導入促進

基地となる港湾
のイメージ

２．インフラ空間等を活用した太陽光やバイオマス等の再エネの導入促進

○ 空港、鉄道、道路、ダム、下水道、港湾等の多様なインフラを活用した太陽光や水力、バイオマス等の導入促進など、
再生可能エネルギーの最大限の導入に向けた取組を推進する。
■太陽光発電の導入促進 ■下水道バイオマスの導入促進

カーボンニュートラル地域モデル処理場計画

・道路空間を活用した太陽光発電の導入を推進

・空港の再エネ拠点化等の推進に向け、改正空港法に基づき、空港脱炭素
化推進計画の作成を推進
・鉄道資産活用型・沿線地域連携型の再エネ導入の事業可能性の検討、
取組促進に係る官民連携プラットフォームを創設 等

・下水道バイオマス等の利用推進に向けた
革新的技術の導入促進

・下水道技術の普及促進に向け、予算ツール
を総動員して下水処理場まるごと脱炭素化
を実証する「カーボンニュートラル地域
モデル処理場計画」の創設空港脱炭素化推進

のイメージ

道路における
太陽光発電施設活用

■水力発電の導入促進
・治水機能の強化と水力発電を両立
するダムの運用等を行う「ハイブ
リッドダム」の取組を推進。

ハイブリッドダム
の取組イメージ

○ 我が国の産業や港湾の競争力強化と
脱炭素社会の実現に貢献するため、
脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化
や水素等の受入環境の整備等を図る
カーボンニュートラルポート(CNP)の
形成を促進する。
■カーボンニュートラルポート（CNP）の形成

・港湾脱炭素化推進計画や官民からなる港湾脱炭
素化推進協議会の法定化等を定めた改正港湾
法が本年11月に成立。現在は、41港湾において
先行的に協議会等を設置。

・再エネ海域利用法に基づく促進
区域の指定、事業者公募等の
手続きの円滑な推進

・洋上風力発電設備の設置及び
維持管理に不可欠となる基地
港湾の計画的な整備を推進

※第4回GX実行会議（令和4年11月）
国土交通省提出資料より
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輸送・インフラ分野における非化石化等の推進

１．海事分野のカーボンニュートラルの推進 ２．持続可能な航空燃料（SAF）や低燃費機材の導入等

３．建設施工分野のカーボンニュートラル推進

■航空脱炭素化推進基本方針の策定

・本年6月に成立した改正航空法に基づき、
航空の脱炭素化の目標や政府・事業者
等が行うべき措置等を盛り込んだ航空
脱炭素化推進基本方針を本年12月に
策定予定

■官民協議会・WGの創設

○ 建設施工分野では、電動等の革新的建設機械の普及等インフラのライフサイクル全体でのカーボンニュートラルを推進する。

■省CO2に資する建設材料の導入

・GI基金で開発中のCO2固定化コンク
リート等の省CO2に資する建設材料に
ついて、現場試行工事を実施

・成瀬ダム付替道路（東北）、日下川新規
放水路（四国）等で現場実証中

■革新的建設機械の普及促進

■ICT施工導入促進

・電動や水素・バイオマス等を新たな動力源とする革新的建設機械
の普及を促進するため、革新的建設機械認定制度の創設を検討

・ICT施工による建設現場の生産性向上を促進するため、ICT建設
機械等認定制度の整備やICT施工技術者の育成支援を推進

【軽油を燃料とした動力源】 【新たな動力源（イメージ）】

水素エンジン等 バイオマス燃料
／e-fuel 等E／FC 建設機械

・改正航空法に基づく航空脱炭素化推進
基本方針による、2050年までのカー
ボンニュートラル目標

・特に国際航空においては、ICAO（国際
民間航空機関）におけるCO2削減義務
に係る枠組

・SAFの導入促進
➡サプライチェーン構築、国産SAFの
CORSIA適格燃料登録・認証支援 等

・管制の高度化等による運航の改善
・航空機材への新技術導入
➡燃料効率の高い低燃費機材の導入 等

2050年までのカーボンニュートラルを実現

×

支援 規制

○ 2050年までのｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙに向け、改正航空法に基づき
航空脱炭素化推進基本方針を策定するとともに、官民協議会・
WGの設置を通じてSAFのサプライチェーン構築等を推進する。

・SAFの導入促進※、管制の高度化等
による運航の改善、航空機材への新
技術導入について官民協議会・WG
を本年設置し、議論を推進
※2030年本邦航空会社の燃料使用量の10%をSAFに置き換え

■北海道インフラゼロカーボン試行工事
・CO2削減の取組を工事成績に加点

国土交通省・
地方整備局

※公共工事を
発注

※新材料製品の
技術開発・実証
を支援

経済産業省
NEDO

通
常
品
代

の
支
払
い

新
材
料
製
品

サ
ン
プ
ル
出
荷

受注者
Aゼネコン

※新材料製品の施工（＝
現場試行）を実施

※新材料品の技術開
発・実証等を実施

Bセメント・建設

公共工事の契約

GI基金又は
NEDO交付金
事業の契約

通常の
工事費

GI基金等
による
実証経費

②CO2を固定するコンクリートの開発・実装に向けた試行

○ 国際海運2050年カーボンニュートラルの実現等に向けて、
水素・アンモニア等を燃料とするゼロエミッション船の技術
開発等を推進するとともに、国際海事機関（IMO）における
国際ルール作りを主導し、ゼロエミッション船等の普及促進
をはじめとする海事産業の国際競争力強化を推進する。

■ゼロエミッション船等の導入・普及
・2026年からのアンモニア燃料船、2027年からの水素燃料船の実証運航の開始
に向けて技術開発を推進
・国内生産基盤の構築等のゼロエミッション船の普及に向けた環境整備を実施
・IMOにおいて経済的手法及び規制的手法の両面から国際ルール作り等を主導
ゼロエミッション船の技術開発

水素・アンモニア燃料エンジン 燃料タンク・燃料供給システムゼロエミッション船

• 高炉スラグ微粉末を用いた低炭素型コンク
リートブロック（ポルトランドセメントの置換率
を55%以上）を活用するモデル工事を実施。

• 脱炭素化に向けた取組を推進するとともに、
調達上の課題等を検証する。

①低炭素型コンクリートの活用（モデル工事の実施）

※第4回GX実行会議（令和4年11月）
国土交通省提出資料より
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「GX経済移行債」（仮称）を活用した規制・支援一体型投資促進策（案）

＜規制・支援一体型投資促進策の基本的考え方＞
◼今後10年間で150兆円を超えるGX投資の実現に向けては、政府として長期・複数年度にわたり支援策を講じ、

民間事業者の予見可能性を高めていくことが必要。

◼具体的には、20兆円規模の「GX経済移行債」（仮称）を活用するとともに、新たな市場・需要の創出に効果的に
つながるよう、規制・制度的措置を一体的に講ずることとする。

◼ この「GX経済移行債」（仮称）による支援の基本原則としては、従来のようにエネルギー消費量の抑制や温室効果
ガス排出量の削減のみを目的とするものとは異なり、受益と負担の観点も踏まえつつ、民間のみでは投資判断が真に
困難な案件であって、産業競争力強化・経済成長と排出削減のいずれの実現にも貢献する分野への投資を対象と
する。

◼その際、個々の技術や事業化の段階、事業リスク、更には市場・製品の性質などに応じて、補助、出資、債務保証
などの支援策を適切に組み合わせていくべきでないか。

＜道行き・効果イメージ＞
◼大規模な脱炭素投資を実現するためには、民間事業者の予見可能性を高めることが必要であり、そのため国が長

期・複数年度にわたるコミットメントを示すと同時に、規制・制度的措置の見通しなどを示すことが必要となる。

◼そのため、政府として、脱炭素投資が期待される主要分野において、各分野における新たな製品などの導入目標や、
新たな制度の導入時期などを一体的に示す「道行き」とともに、現時点において見通せる各分野における市場規模や
排出削減効果を示し、これを産業界や専門家も交えて、ともに見直しを進めることが必要ではないか。

＜進捗評価と見直し＞
◼支援分野の優先順位付け、支援対象事業の選定等については、GX分野の有識者も関与する新たな主体も視野に、

以下のような、進捗評価と状況に応じた支援内容等の見直しを実施する仕組みを設けるべきでないか。
✓ 定期的に支援対象事業の状況をフォローアップする機能

（グローバルな技術動向・競争環境の見通し、事業の効果などを検討）
✓ 支援継続の要否などを確認するためのチェック機能 等
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産業競争力強化・経済成長 排出削減

×

技術革新を通じて、将来の国内の削減に貢献

する研究開発投資

or

技術的に削減効果が高く、足元で、直接的に

国内の排出削減に貢献する設備投資

or

全国規模で需要があり、高い削減効果が長期
に及ぶ主要物品の導入初期の国内需要対策

技術革新性または事業革新性があり、外需獲得・

内需拡大を見据えた成長投資

or

高度な技術で、化石原燃料・エネルギーの減少と

収益性向上（統合・再編やマークアップ等）の

双方に資する成長投資 or

全国規模の市場が想定される主要物品の導入初

期の国内需要対策（供給側の投資も伴うもの）

A

B

C

①

②

③

※資源循環や、内需のみの市場など、国内経済での価値の循環を促す投資も含む

【必要条件】

Ⅰ. 資金調達手法を含め、企業が経営革新にコミットすることを大前提として、技術の革新性や事業の性質等により、民間企業
のみでは投資判断が真に困難な事業を対象とすること

Ⅱ. 産業競争力強化・経済成長及び排出削減のいずれの実現にも貢献するものであり、その市場規模・削減規模の大きさや、
GX達成に不可欠な国内供給の必要性等を総合的に勘案して優先順位をつけ、当該優先順位の高いものから支援すること

Ⅲ. 企業投資・需要側の行動を変えていく仕組みにつながる規制・制度面の措置と一体的に講ずること

Ⅳ. 国内の人的・物的投資拡大に繋がる※ものを対象とし、海外に閉じる設備投資など国内排出削減に効かない事業や、クレ
ジットなど目標達成にしか効果が無い事業は、支援対象外とすること

【類型】

政府支援の基本原則（案）

「GX経済移行債」（仮称）を活用した政府支援の基本的考え方

8
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排出量取引制度について

■排出量取引制度とは

■炭素への価格付けを通じて経済効率的に排出削減を促進する。
・費用の少ない排出削減の取組が効率的に選択され、社会全体として効率的な排出削減が行われる。
・より効率的な排出削減技術、低炭素型製品の需要も高まり、低炭素型の技術・製品の開発が促される。

※環境省HP「国内排出量取引制度とは」を基に国土交通省作成

■温室効果ガスの実排出量が排出枠を超える事業者と余る事業者との間で排出枠を
取引する制度。

9



排出量取引制度（有償オークション）の道行き

参加

目標設定

目標達成

自主※1

自主※2

自主※3

政府指針を踏まえた目標か、民間第三者認証の検討

2023.4

第１フェーズ 第2フェーズ 第3フェーズ
排出量取引市場の本格稼働試行

規律強化（指導監督、遵守義務等）の検討

※1 現時点で、679社が基本構想に賛同しており、そのCO2排出量は、我が国全体の４割以上を占める。
※2 2050年カーボンニュートラルと整合的な目標（2030年度及び中間目標（2025年度）時点での目標排出量）を開示
※3 目標達成に向け、排出量取引を行わない場合は、その旨公表（Comply or Explain）

＜GX-ETSの段階的発展のイメージ＞

更なる発展

更なる参加率向上に向けた方策の検討 発電部門について、
段階的な有償化
（有償オークション
の導入）の検討

GX-ETS
2026年度以降

⚫ 2023年度より、GXリーグの枠組みにおいて、企業が自主設定・開示する削減目標達
成に向けた排出量取引（GX-ETS）を導入。

⚫ 知見やノウハウの蓄積、必要なデータ収集を行い、公平性・実効性を更に高めるための
措置を講じたうえで、2026年度より、排出量取引を本格稼働。

⚫ 発電部門の脱炭素化の移行加速に向け、2033年度頃から発電部門について段階
的な有償化（オークション）※ を導入。

※排出量の多い電気事業法上の発電事業者に対し、CO2排出量に応じた「排出枠」の一部又
は全部を、政府からオークションで購入することを義務づける仕組み。
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参画企業の排出量の違いによる取扱い

Group G Group X

対象
参画企業

組織境界における2021年度の直接排出量が10万t-CO2e以上
の参画企業

組織境界における2021年度の直接排出量が10万t-CO2e未満
の参画企業

項目 Group G Group X

1
．
プ
レ
ッ
ジ

国内直接・間接排出それぞれについて、2030年度及び2025年度の排出削減
目標、第１フェーズ（2023年度～2025年度）の排出削減目標の総計を設定

必須 必須

基準年度排出量の設定

原則：2013年度単年
例外：2014年度～2021年度を基準年
度とする場合、基準年度を含む連続した３
か年度平均

原則：2013年度単年
例外：2014年度～2021年度を基準年
度とする場合、基準年度単年又は基準年
度を含む連続した３か年度平均

２
．
実
績
報
告

国内直接・間接排出の排出量実績を算定・報告 必須 必須

排出量算定期間 年度（4/1～3/31）
年度（4/1～3/31）
※任意の12か月間でも可

排出量の算定結果に対する第三者検証 必須 任意

排出量報告期限 毎年度終了後の10月末まで
毎年度終了後の10月末まで
※任意の期間を設定した場合は、終了後
7か月が経過する日まで

３
．
取
引
実
施

自主目標を達成できなかった場合
超過削減枠や適格カーボン・クレジットの調
達又は未達理由を説明

超過削減枠や適格カーボン・クレジットの調
達又は未達理由を説明

超過削減枠の創出 可能 不可

超過削減枠の売買（超過削減枠法人口座の保有） 可能
可能
※口座開設時に申請が必要

４
．
レ

ビ
ュ
ー

目標達成状況及び取引状況の、GXダッシュボードでの公表 必須 必須

11

Administrator
テキストボックス
※GXリーグ「GX-ETSの概要」より



9

「炭素に対する賦課金」の制度設計

⚫ 多排出産業だけでなく、広くGXへの動機付けが可能となるよう、炭素排出に対する一
律のカーボンプライシングとしての「炭素に対する賦課金」を導入。

◼ 対象者
✓ 化石燃料の輸入事業者等

◼ 導入時期
✓ 直ちに導入するのではなく、GXに集中的に取り組む5年の期間を設けた上で、
2028年度から導入する

◼ 負担水準など
✓ 最初は低い負担で導入し、徐々に引き上げ。
✓ エネルギーに係る負担の総額を中長期的に減少させていく中で導入することを基本。「排
出量取引市場」の炭素価格が最終的には市場で決定されること等も踏まえて、「炭素に
対する賦課金」の負担率等を決定できる制度設計が必要。

【参考】 その他

⚫ 「有償オークション」（特定事業者負担金）、「炭素に対する賦課金」（化石燃料賦
課金）の一元的な執行等を実施する主体として、「GX推進機構」を創設。

⚫ これら実施のために必要となる詳細な規定の一部については、必要な議論・検討を行っ
た上で、２年以内に措置。
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（参考資料）
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

カーボンプ
ライシング
によるGX
投資先行
インセン
ティブ

今後10年を見据えたロードマップの全体像（案）
2030年代

2050

炭素に対する賦課金（2028年度頃～）

・化石燃料輸入者等を対象とした「炭素に対する賦課金」

制度導入の検討

試行（2023年度～）

・既に日本のCO2排出量の４割以上を

占める企業が賛同

規制の強化、諸制度の整備などによる脱炭素化・新産業の需要創出
（例.省エネ法、高度化法、建築物省エネ法などにおける基準強化や対象範囲の拡大、公共調達の導入など）規制・

制度

支援

官民投資の呼び水となる政府による規制・支援一体型投資促進策
（例.長期・複数年度、「産業競争力強化・経済成長」×「排出削減」を実現する分野を対象など）

GX-ETS

炭素に
対する
賦課金

排出量取引市場の本格稼働（2026年度頃～）

・更なる参加率向上に向けた方策の検討

・政府指針を踏まえた目標か、民間第三者認証の検討

・規律強化（指導監督、遵守義務等）の検討

グリーン、トランジション・ファイナンス等の

環境整備・国際発信

国内

国内外

「GX経済移行債」（仮称）の発行

更なる発展

・2033年度頃から、段

階的な有償化（有償

オークション）の検討

グローバル

アジア

サステナブルファイナンスの市場環境整備等

規制・支援
一体型

投資促進策

新たな
金融手法
の活用

国際展開
戦略

現実的なトランジションの取組をグローバルに拡大G7(日本開催)

G7をはじめとする国際枠組みを活用しグローバルなルールメイキングを主導、それにより日本技術を普及拡大

AZEC閣僚
会合を開催

技術フェーズなどを踏まえた、段階的な規制強化など

既存技術を中心にファーストムーバーを支援

新技術の商用化・立ち上げ支援

ブレンデッド・ファイナンスの手法開発・確立

産業のトランジションやイノベーションに対する公的資金と民

間金融の組み合わせによる、リスクマネーの供給強化

クリーン市場の形成、イノベーション協力の主導（例.グリーン製品の国際的な評価手法等の確立、企業の削減貢献を評価する新たな価値軸の構築など）

AZEC構想の実現による、現実的なエネルギートランジションの後押し（例.AETIの加速的展開、JCMの推進、各国とのエネルギー協力（二国間・多国間協力等））

AZEC閣僚会合を継続（技術面、資金面、人材面等での手厚い支援と政策協調で、市場拡大による新技術拡大・コスト低減を図る）

今
後
１
０
年
間
で
１
５
０
兆
円
超
の
官
民
投
資
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

目標・
戦略

GX
投資

規制・
制度

国際
戦略

【今後の道行き】 事例７：自動車産業
◼ 自動車産業のカーボンニュートラル化（例.2035年乗用車の新車販売で電動車100%）を実現するため、今後10年で省エネ法

などで電動車の開発・性能向上・車両導入への投資を促しつつ、国際ルールへの対応を着実に進めることによりグローバル市場への
展開を進める。

・乗用車新車販売
での電動車100%

※経済財政運営と改革の基本方針 2022 (2022年6月7日閣議決定)
自動車については、将来の合成燃料の内燃機関への利用も見据え、2035 年までに新車販売でいわゆる電動車（電気自動車、燃料電池自動車、プラグ
インハイブリッド自動車及びハイブリッド自動車）100％とする目標等に向けて、蓄電池の大規模投資促進等や車両の購入支援、充電・充てんインフ
ラの整備等による集中的な導入を図るとともに、中小サプライヤー等の業態転換を促す。

車の使い方の変革
（デジタル技術の活用による持続可能な移動サービス、物流の効率化・生産性

向上の実現等）

自動車CNの実現に向けた多様な選択肢の追求
・新車販売電動車目標
商用車(8トン以下)：
電動車と合成燃料等の
脱炭素燃料の利用に適
した車両で合わせて
100％

・合成燃料商用化
(商用化前倒しを追求)

電動車普及拡大にあわせたインフラ整備の加速

化

各社の電動車ラインナップ拡大による電動車の普

及加速化

自動運転の本格的普及とともに他産業との

連携による新たなモビリティサービスの実

現

電動化社会の構築
(電動車の普及に不可欠な充電・充填インフラの整備等)

（イノベーションによりパワートレインやエネルギー・燃料等を最適に組み合
わせた多様な道筋の実現）

➡今後10年間で
約34兆円～の投資を実施

電動乗用車普及に必要な投資 約12兆円

電動商用車普及に必要な投資 約 3兆円

研究開発（次世代自動車CN関連） 約 9兆円
電動車

電動車関連インフラ投資 約 1兆円
ｲﾝﾌﾗ

蓄電池製造・開発関連投資（別掲） 約 7兆円

製造 製造工程の脱炭素化 約 1兆円

カーボンリサイクル燃料 約 0.4兆円

改正省エネ法による輸送事業者や荷主
における非化石エネルギー転換の促進

燃費
電費
規制

非化石
利用

省エネ法トップランナー制度に基づく燃費・電費基準達成に向けた電動車の開発・性能向上の促進

小型貨物車2022年基準 小型貨物車次期基準（P）

重量車2025年基準 重量車次期基準（P）

乗用車2020年基準

輸送事業者や荷主における野心的な2030年度非化石転換目標

自動車のCNに向けた国際的な協力（G7、G20、ASEAN、アジアゼロエミッション共同体、ZEVTC、グラスゴーブレイクスルー等）

諸外国での規制、国際規格・ルールへの対応（充電器、CO2排出量のLCAにおける評価手法） 等
2024以降 欧州・バッテリー規則

米国CA州 PHEV･EV･FCV 2026:35%、2030:68％、2035:100％

2035 欧州 EV・
FCV100%

2040年代2030年代

2040 2050

・新車販売電動車目標
乗用車：
次世代自動車50~70%
（うちEV・PHV20～30%）

商用車(8トン以下)：
電動車 20～30％

商用車(8トン超)：
5000台の先行導入

・公共用の急速充電器３万基を含
む充電インフラを 15 万基、水素
ステーション1000基を整備

重量車2015年基準

乗用車2030年基準
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

目標・
戦略

GX
投資

規制・
制度

国際
戦略

【今後の道行き】 事例１１：航空機産業
◼ 次世代航空機の実現による航空産業の脱炭素化と経済成長の同時達成を目指し、2030年代までに実証機開発等に取り組むと

ともに、国際ルールの構築に向けた取り組みや、2050年ネットゼロ排出目標（ICAO合意）の基、CO2削減義務に係る枠組みを
含む具体的対策の検討を行う。

次世代航空機の実現に向けた官民投資 約4兆円~

航空機

国内実証環境の整備

（エネルギー源の変革に伴う新たな試験設備、システム全体を検証する設備等）

次世代航空機のコア技術（電動化、水素技術、軽量化・効率化）

開発コア
技術

要素技術統合／システム開発、地上実証

SAFの製造技術開発、大規模実証、製造設備等への官民投資 約1兆円

次世代航空機のコンセプト検討

（市場性、環境インパクト、技術等）

SAF

SAF（バイオマス由来）

の製造技術開発

SAF（合成燃料）の製造技術開発 パイロットプラント実証 コスト低減に向けた更なる開発

製造設備等への大規模投資

➡今後10年間で
約5兆円～の投資を
実施

大規模製造実証

次世代航空機の実証機開発
飛行

実証

飛行実証

（技術に応じて既存

テストベッドで実証）

※低燃費機材については随時導入

国際

国内
国が策定する航空脱炭素化推進基本方針に基づく、エアラインにおける脱炭素化推進計画の策定（改正航空法）など

2050年ネットゼロ排出目標（ICAO合意）の基、CO2削減義務に係る枠組みを含む具体的対策の検討

国際航空分野における
2050 年カーボンニュートラル

脱炭素化推進計画の策定 脱炭素化推進計画の推進

CO2削減義務に係る枠組みを含む具体的対策の検討及び推進

2025年ICAO総会に向けた検討 2028年ICAO総会に向けた検討 2030年代以降のICAO総会に向けた検討

航空機

SAF
海外の原料サプライヤーとの連携体制の構築、国産SAFのCORSIA適格燃料登録・認証取得に向けた体制の構築、
ASTMで規定されるSAFの混合率の上限の引き上げに向けた取組

次世代航空機のシェア獲得に向けた海外メーカーとの戦略的連携

国際ルール（新技術の安全基準）の構築、グローバルスタンダードの形成

連携戦略の検討

技術に応じて順次ルールメイキングに関与

技術実証や実証機の開発における戦略的連携の展開

国内外連携体制の構築

＜集中的な技術開発・戦略検討＞
・次世代航空機のコンセプト検討およびコア技術開発、実証
環境整備、国内外連携体制の構築

・国際的なルールメイキングに向けた集中的な検討

＜技術実証・市場創出＞
・要素技術を統合した機体システムの開発・実証

・次世代航空機の実証機開発

・国際的なルールメイキングへの関与を通じた市場創出

＜飛行実証＞
・社会実装に向けた安

全性・事業性の評価

等

次世代航空機開発、量産フェーズ

（大型機への技術転用含む）

SAFの製造技術開発・実証および低燃費機材の導入等による航空機市場の着実な成長の実現

ICAOによるネットゼロ排出目標および改正航空法に基づく基本方針による次世代航空機の需要創出

国産SAFの供給拡大

次世代航空機の実現による航空機産業の脱炭素化と経済成長の同時達成 次世代航空機の実現
（2030年代後半頃より、小
型機からの実用化を想定）

2040年代2030年代

2040 2050
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

目標・
戦略

GX
投資

規制・
制度

国際
戦略

2040年代2030年代

2040 2050

【今後の道行き】 事例１２：ゼロエミッション船舶（海事産業）

◼ 国際海運2050年カーボンニュートラル及び地球温暖化対策計画の目標達成等に向けて、今後10年で、ゼロエミッション船等の導
入や国際ルール作りを主導するなど規制・制度の整備を進めることにより、海事産業の国際競争力強化を推進する。

国際
海運

50％削減
（2008年比）

2040年 2050年

100％削減
（2008年比）

2023年

IMO 
GHG削減戦略

改定

電気推進船等の普及

181万トン削減（2013年度比）

水素・アンモニア燃料船等の開発
（グリーンイノベーション基金）

水素・アンモニア燃料船等の普及

2026年

アンモニア燃料船
実証運航開始

2027年

水素燃料船
実証運航開始

日本提案の目標

～2028年 2030年～

水素燃料船
商業運航開始

アンモニア燃料船
商業運航開始

海運

造船
舶用

船員

水素燃料船、アンモニア燃料船等の生産基盤の構築
水素、アンモニア、液化CO2等の運搬船の生産基盤の構築

水素・アンモニア燃料船に乗り組む船員の訓練シミュレーターの開発・導入

➡今後10年間で
約３兆円～の投資を実施

約0.2兆円

約25億円

※オペレーションコストについてもゼロエミッション
燃料等の利用等により追加コストが発生

国際
ルール

IMOにおける経済的手法・規制的手法

の策定
経済的手法・規制的手法の制度施行

IMO水素・アンモニア燃料船安全基準

（ガイドライン）の策定

IMO水素・アンモニア燃料船に乗り組む船員の能力要

件（ガイドライン）の策定

STCW条約※の包括的見直し ※船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

QUAD枠組におけるグリーンシッピングコリドーの確立※

上記経済的手法・規制的手法の策定等に

向けた議論の主導

※低排出又はゼロ排出の海運回廊を日米豪印で2～3確立

※従来船と比較して追加的に必要となる船舶投資額

ゼロエミッション船等の導入 約2.9兆円※

GHG削減戦略の目標達成に向けた取組
・規制的手法・経済的手法の両面からの国際ルール作り
・ゼロエミッション船等の導入・普及促進
・ゼロエミッション船等の生産基盤構築、船員の訓練環境整備

内航
海運

2030年度CO2削減目標の達成に向けた取組
・更なる省エネを追求した船舶の導入・普及促進等 181万トン削減（2013年度比）

2030年

水素燃料船の普及

電気推進船等の普及

アンモニア燃料船の普及

環境

船員

安全

上記GHG削減戦略改定の議論の主導
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目標・
戦略

GX
投資

規制・
制度

国際
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【今後の道行き】 事例１７：運輸分野

改正省エネ法による鉄軌道事業者における非化石エネルギー転換の促進非化石
利用

2040 2050

鉄道

燃料電池鉄道車両・総合水素ステーションに係る技術基準等の策定・見直し
規制
緩和

人流 公共交通分野のカーボンニュートラルの推進、公共交通の利用促進

2050年のカーボンニュートラル実現に向けた物流の脱炭素化の追求物流

公共交通分野へのEV車両（バス・タクシー）の導入加速化、地域のエネルギーマネジメントシステムへの貢献等

公共交通ネットワーク・サービスの充実による公共交通の利用促進、MaaSの社会実装の推進
人流

人流

物流 物流総合効率化法に基づく、物流効率化を図る取組の認定・支援

燃料電池鉄道車両・水素充填に関する国際規格におけるイニシアティブ確保

鉄道

物流 物流施設等の脱炭素化、物流効率化等の促進

地域公共交通活性化再生法に基づく地域公共交通計画作成の促進

※前掲の船舶、自動車、航空関連は除く

CN実施計画に基づく新線整備カーボンニュートラル鉄道構築事業（仮称）（※）

調査・CN実施計画策定
順次開業、カーボンニュートラル鉄道の実現

※鉄道施設・車両の省CO2化等によりCO2排出量が実質ゼロである新線整備

～2024年

1,200件を目標

◼ 我が国CO2排出量の約2割を占める運輸部門について、鉄道等の各輸送モードや物流・人流の省エネ化や非化石燃料の利用拡大に向けた
需要構造の転換を実現するため、省エネ法等を踏まえ、今後10年でクリーンエネルギーへの転換に向けた取組を計画的・戦略的に推進し、輸
送事業等の関連産業における民間投資の拡大を図る。

・鉄道分野の2050CN実現を前倒し
・鉄道を活用することで他分野のCO2削減にも貢献

2H3T等の取組の加速化
・鉄道アセットを活用した再エネ発電、再エネ輸送の加速化
・街づくりや地域全体のモビリティ等とのセクターカップリングの推進

鉄道アセットを活用した2H3T（※）や鉄道利用の促進に係る取組の推進 ※エネルギーを「減らす」、再エネ等を「作る」、「運ぶ」、「貯める」、「使う」

・2H3T等の取組の方向性の提示（調査の実施）

・2H3T等の取組に係る支援制度整備

燃料電池鉄道車両の社会実装
・省エネ・省CO2車両の普及拡大
・燃料電池鉄道車両の技術開発・実証の深度化
（実装に向けた営業車両の開発、環境整備等）

省エネ・省CO2車両、燃料電池鉄道車両の導入推進
・省エネ・省CO2車両の先行導入（一部JR等）

・燃料電池鉄道車両の技術開発・実証（基礎技術の確立）

・車両導入に係る支援制度整備

・燃料電池鉄道車両の社会実装

・GX対応車両等の海外販売シェア拡大

・省エネ・省CO2車両の導入

・燃料電池鉄道車両の技術開発・実証

・太陽光発電、蓄電池等の導入

・省エネ・省CO2車両の導入拡大

・燃料電池鉄道車両の技術開発・実証の深度化

・太陽光発電、蓄電池等の導入拡大

GX優位性の高い鉄道車両等の海外展開

燃料電池パッケージ等、燃料電池鉄道車両・総合水素ステーション技術の基盤確立・海外展開

鉄道

公共交通ネットワーク・サービスの充実による公共交通の利用促進、貨物鉄道へのモーダルシフトの促進

総合水素ステーションの商用化地方中核都市における水素供給拠点「総合水素ステーション」の技術開発・実証

サプライチェーンの社会実装既存貨物鉄道ネットワーク及びストックを活用した国内水素サプライチェーンの技術開発・実証

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030年代 2040年代
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【今後の道行き】 事例９：住宅・建築物

◼ 住宅・建築物の抜本的な省エネ（例.2030年新築住宅・建築物でZEH・ZEB水準の省エネ性能確保）を実現するため、今後
10年で建築物省エネ法等による規制の対象範囲拡大・強化を実施していく。

建築物省エネ法に基づく

新築時の省エネ基準への

適合義務化

省エネ

省エネ基準のZEH水準・ZEB水準※への引上げ（遅くとも2030年まで）

※住宅は再エネを除き現行の省エネ基準から20％の
削減、

建築物は再エネを除き現行の省エネ基準から30～
40%（小規模は20％）の削減

木造建築物等の建築基準の合理化
CO2削減

都市の木造化推進法による建築物等の木材利用促進

継
続
的
に
見
直
し

新築 ：ZEH・ZEB水準の省エネ性能を有した住宅・建築物に必要な投資

既築 ：省エネ性能の低い住宅・建築物の省エネ改修に必要な投資

（建材トップランナー目標値を大きく上回る断熱窓の開発・普及に必要な投資を含む）

➡今後10年間で
約14兆円～の投資を実施

非住宅・中高層の建築物等木材利用に必要な投資

省エネ

CO2削減

省エネリフォームの拡大

2050年カーボンニュートラル実現に向けた、住宅・建築物の省エネ化の追求

ZEH・ZEB水準の省エネ性能の高い新築住宅・建築物の普及

断熱窓等の建材における省エネ基準の強化、導入の促進

2030

・新築住宅・建築物で
ZEH・ZEB水準※の
省エネ性能確保

・住宅・建築物のストック平
均でZEH・ZEB水準の
省エネ性能確保

2050

木造建築物の普及・拡大

ASEAN等への海外展開に向けたZEBの実証及び横展開

国際標準を活用した他国製品との差別化
自立的海外展開

断熱窓導入の集中的支援 より性能が高い建材（断熱窓を含む）の普及拡大

住宅・建築物の省エネ性能表示制度の施行

窓の性能表示制度の見直し・普及

実証・普及拡大を通じた建材の性能向上 建材トップランナー基準見直し等の規制措置の強化

建築物省エネ法に基づく住

宅トップランナー制度の対象

に分譲共同住宅を追加

住宅トップランナー基準をZEHレベルに引上げ

燃えしろ設計法の適用対象を

大規模建築物にも拡大 等

2040年代2030年代

2040 2050

省エネ法に基づく建材トップランナーの2030年度目標値の早期改定・対象拡大
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【今後の道行き】 事例１８： インフラ分野

2040 2050

建設
施工

建設
施工

建設
施工

CO2削減に資する建設材料、革新的建設機械（電動・水素・バイオ等）、ICT建設機械等の導入

建設
施工

環境対応先進地域である欧州等への革新的建機の輸出による海外需要の獲得、ICT施工における国際標準への対応

◼ 産業や港湾の脱炭素化・競争力強化に向け、カーボンニュートラルポート（CNP）の形成推進や建設施工に係る脱炭素化の促進を図る。空港、道
路、ダム、下水道等の多様なインフラを活用した再エネの導入促進やエネルギー消費量削減の徹底、脱炭素に資する都市・地域づくり等を推進する。

ライフサイクル全体でのカーボンニュートラルの実現（直轄工事におけるCO2削減に資する建設材料、革新的建設機械（電動・水素・バイオ等）、直轄・地公体工事におけるICT施工の普及を促進）

認定対象機種の更なる拡大（燃料電池・水素エンジン等）

受発注者のICT施工人材育成の推進、建設現場のデータの見える化による効率化の推進等

CNP カーボンニュートラルポート（CNP）形成の推進（港湾脱炭素化推進計画の作成、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化、水素・燃料アンモニア等の受入環境の整備）

CNP 港湾関連車両・機器の脱炭素化、民間バースにおけるLED照明の導入、太陽光発電施設の整備、作業船の脱炭素化等

CNP

CNP CNPの形成に向けた国際的な協力（日米CNP協力、日米豪印海運タスクフォース等）、国際展開も見据えた港湾のターミナルの脱炭素化に関する認証制度の整備・試行・運用

2023 2024 2025 2030年代 2040年代2026 2027 2028 2029 2030

※港湾の基本方針への位置づけの明確化、CNP形成推進の仕組みの導入、港湾施設へのLNG、水素・アンモニア等燃料船への燃料供給に必要な設備の追加、構築物の用途規制の柔軟化、許可等手続のワンストップ化

改正港湾法※施行（2022）

まちづくりのグリーン化による都市全体でのエネルギー使用の効率化、グリーンインフラの導入の推進等まちづくり

インフラ活用
等による

省エネ・再エネ
空港、道路、ダム、下水道等の多様なインフラ空間を活用した太陽光や水力、バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エネ）の推進 ／ インフラにおけるエネルギー消費量の削減（省エネ化）の徹底

空港建築施設の省エネ化（設備更新時の高効率設備・BEMS等の集中的な導入、照明・灯火のLED化）、空港車両のEV・FCV化イ
ン
フ
ラ
活
用
等
に
よ
る

省
エ
ネ
・
再
エ
ネ

道路照明の高度化・LED化、EV充電施設のSA/PA・道の駅・公道への設置の促進

導入可能な河川やダムで最大限実施
・公共工事での河川舟運の活用のための環境整備、河川管理施設のフラップゲート化等による無動力化
・ハイブリッドダム等による水力発電量増加の取組（ダムの高度運用の導入拡大、治水と発電強化に資するダムの嵩上げ等）

空港、道路、下水道、航路標識等における可能な限りの太陽光発電等の導入拡大

コンパクト・プラス・ネットワーク等による都市構造の変革、面的エネルギーシステムの深化、先進的な環境配慮型民間都市開発、グリーンインフラ等による都市における緑とオープンスペースの展開への投資まちづくり

走行中ワイヤレス給電の研究支援（～2023） 公道での実証実験

下水道バイオマスの消化ガス発電施設等の整備（下水道革新的技術実証事業を通じた技術開発、カーボンニュートラル地域モデル処理場の整備による下水道技術の普及）

インフラに係る省エネ技術等の国際展開

熊本水イニシアティブ（2022.4）を踏まえた、気候変動適応策・緩和策が両立できる技術を活用した質の高いインフラの海外展開の促進（既存ダムの運用改善や改造、下水道バイオマス発電等の整備等）

まちづくり 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画等によるコンパクト・プラス・ネットワークの促進（都市機能集約・公共交通利用促進等によるCO2削減）、グリーンインフラの民間投資の仕組みの導入

LNG・水素等燃料船への燃料供給に必要な設備、脱炭素型荷役機械の導入拡大

充電施設利用目的による高速道路からの一時退出を可能にする検討、SA/PA・道の駅でのEV充電施設や水素ステーションの設置への対応、道路における太陽光発電設置のための技術指針の策定等

インフラ活用
等による

省エネ・再エネ

国が策定する航空脱炭素化推進基本方針に基づき、空港管理者において脱炭素化推進計画を作成（改正航空法・空港法）

民間事業者等へのサウンディングやケーススタディの実施（ハイブリッドダム）
官民連携の新たな枠組みによる水力発電量の増加と地域振興を図るための制度設計
（運用高度化、資金負担ルールの検討、地域の取組と一体となった事業推進の仕組みの構築等）

河川舟運活用の促進策検討や無動力化技術の基準類の整備 CO2削減に資する河川舟運環境整備、無動力化技術の標準化による他分野への応用促進等

イ
ン
フ
ラ
活
用
等
に
よ
る

省
エ
ネ
・
再
エ
ネ

認定対象機種の拡大（電動）、直轄工事における認定機械使用へのインセンティブ付与革新的建設機械認定制度の創設

※北海道インフラゼロカーボン試行工事等のインセンティブ制度の整備も推進

CO2削減に資する建設材料の試行工事 CO2削減に資する建設材料の普及に向けた基準等の改定
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

目標・
戦略

GX
投資

規制・
制度

国際
戦略

2040年代2030年代

2040 2050

・ICAOによる2050年までのネットゼロ排出目標及び改正航空法に基づく基本方針の推進によるSAFの需要創出

・SAFの製造技術開発、大規模実証、製造設備への大規模投資等による国産SAFの安定的な生産・供給の実現 国産SAFの供給拡大

・海外の原料サプライヤー等との連携体制の構築により、国産SAFを製造するための原料の安定確保や、主にアジア地域におけるSAFの市場の獲得
・国産SAFのICAO登録・認証取得に向けた取組（環境持続可能性・GHG排出量の評価等）及び支援体制の構築、 ASTMで規定されるSAFの混合率の上限の引き上げに向けた取組

2040
合成燃料の商用化
(可能な限り前倒しを追求)

合成燃料のコストの削減に向けた研究開発や製造設備の大規模化、水素・アンモニアのサプライチェーン構築と連

携したカーボンリサイクル燃料製造拠点の戦略的形成、利用時のCO2排出に係るルール整備等を進め、航空機・

自動車・船舶等のモビリティ分野を中心に化石燃料からの転換を推進

新たな供給側のインフラ整備や需要側の対応が不要であるという利点を活かし、早期に①大規模生産技術の確立と

②CO2排出に係るルールの整備を図るとともに、③大規模投資により大量生産・供給を実現する。

SAF

合成
燃料

合成
メタン

合成メタンの製造技術開発、製造設備等への官民投資 約2兆円

・2050年までのネットゼロ排出目標（ICAO合意）の基、CO2削減義務に係る枠組みを含む具体的対策の検討

・国が策定する航空脱炭素化推進基本方針に基づき、エアラインにおける脱炭素化推進計画の策定（改正航空法）

供給高度化法による揮発油の「非化石転換目標」等の検討、認証や環境価値の移転の仕組み等の検討・整備

SAF

合成
燃料

合成
メタン

供給高度化法の目標による供給側の利用促進

SAF

合成
燃料

合成
メタン

・認証や環境価値の移転等の

仕組みの検討・整備

・様々な支援のあり方を検討

新目標による供給側の利用促進等

民間企業による自立的なサプライチェーン構築

プロジェクト候補国(第二期以降)とのCO2排出の取扱いルールの整備に向けた調整

アジア等における天然ガスへの燃料転換・天然ガス高度利用の需要獲得

天然ガスから合成メタンへの
移行需要の獲得

海外生産プロジェクト(第一期)のFS／詳細設計等 海外生産プロジェクト(第一期)への投資

大規模生産・コスト低減の技術開発・実用化等／バイオメタンの導入／水素・再エネを活用した臨海部や工場等における国内メタネーションの生産・利用の実証・導入

海外生産プロジェクトへの投資拡大(第二期以降)

国内導入:1%

国内への供給開始

2030
・合成燃料の実用化

諸外国との共同事業を通じた国内への新規供給の創出・供給拡大、CO2排出の取扱いルールの整備に向けた調整

2030年時点の本邦航空運送事業者による
燃料使用量の10%をSAFに置き換え 2050年

CN

➡今後
10年間で
約3兆円～
の投資を

実施

革新技術による国内への供給開始

◼ SAF、合成燃料、合成メタン等の脱炭素に資する燃料の利用促進等に向け、今後10年で技術開発・実証及び設備投資に取り
組むとともに 、規制・制度の整備や、国際ルールの整備に向けた調整等にも取り組む。

プロジェクト候補国(第一期)とのCO2

排出の取扱いルールの整備に向けた
調整

調整状況を踏まえた多国間のCO2排出の取扱いルールの検討

2050
国内導入:90%、

※LNGの価格と同水準

SAFの製造技術開発、大規模実証、製造設備等への官民投資 約0.6兆円

SAF（バイオマス由来）

の製造技術開発
大規模製造実証 製造設備等への大規模投資

合成燃料の製造技術開発、製造設備等への官民投資 約0.4兆円

供給拡大

高効率かつ大規模な合成燃料の製造技術開発 パイロットプラント実証 コスト低減に向けた更なる開発

既存の合成燃料製造技術を用いた技術検証・実証 製造設備等への大規模投資

製造設備等への大規模投資
供給

拡大

【今後の道行き】 事例１９：カーボンリサイクル燃料（SAF、合成燃料、合成メタン）
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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【今後の道行き】 事例５：セメント産業
◼ カーボンリサイクルセメントへの構造転換（例.供給量2030年200万トン）を実現するため、今後10年で省エネ法や構造改革を

前提としたGX投資支援などで燃料・原料転換（例.CO2回収型セメント製造プロセスへの転換）を促進しつつ、公共調達等で予
見性のある需要創出を行いながら、国際ルールメイクによりグローバル市場への展開を進める。

世界のカーボンリサイクルセメント市場を日本が率先して創造できるような基盤の確立
（例： CO2回収・固定量の規格化、グリーンセメントや混和材を用いたコンクリートの利用促進といった環境整備、

これらの基盤となる国際的データ収集やグローバル市場獲得に向けた標準化 等）

2030年以降

炭素循環
・脱炭素

カーボンリサイクルセメント市場の早期確立

2050年カーボンニュートラルを見据え、複数の選択肢を追求し、国際情勢を見極めつつ、今後成長する市場を獲得

CO2排出2013年比▲15％
CN社会実現に向け、業種間の垣根を越えた連携による競争力強化

炭素循環・脱炭素型製造プロセス確立に向けた研究開発・事業環境整備

CO2排出
2013年比
▲11.6％

2050年頃
1800万t

カーボンリサイクルセメント市場の獲得

構造転換（R＆D含む）投資（CO2回収型セメント製造設備 等）

CO2回収型セメント製造プロセスの開発・実証

CO2回収型セメント製造プロセ

スの社会実装・拡大

エネルギー転換・低減（R＆D含む）投資（石炭自家発電所等の燃料転換、その他製造設備の非化石化、省エネ設備等）

石炭火力自家発電所等の燃料転換（ガス・バイオマス等） 合成メタン・アンモニア等への転換

その他設備の電化、省エネ設備投資など

その他CCU設備（メタネーション等）

公共調達基準の見直しを実施 カーボンリサイクルセメントやCO2削減コンクリートの政府調達の導入促進

国際競争力のある価格での安定した電力調達
（省エネ法による電気需要の最適化促進 等）

省エネ法の「非化石エネルギー転換目標」などによる燃料・原料転換促進

公共調達

エネルギー
利用

世界市場獲得に向けた産業戦略

包括的な規制・支援に関する制度整備

廃棄物循環利用によるセメント原料・燃料化システムの構築資源循環

全世界に普及した日本式NSPキル

ンの成功に倣い、新技術のライセン

スやCO2回収量の標準化を狙う

※オペレーションコストについて
もクリーンエネルギーの利用
等により別途費用が発生

➡今後10年間で
約1兆円～の投資を実施

2040年代2030年代

2040 2050

カーボンリサイクルセメント
200万t

CO2回収型セメント製造技術の社会実装
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